
，慰 謝制改正⑩
　　 図

　

　　

　
　

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

　
　 　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゐぁ 法 人 会

　　　　　　　　　
ＩＥ法人税関係

１ 中小企業の支援

【（１｝中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長Ｊ

　

中小企業者等の法人税率について、年８００万円以下の所得に

対する軽減税率の特例１５％（本則１９％）の適用期限が２年間延
長されます。

【中小企業者等の法人税の本則税率と軽減税率】

　

対

　

象 本則税率本則税率

　　　　　　

特例の税率

中小法人
（資本金１億円
以下の法人）

躍窒素随の ２３・２％

露語豊窒素以下 １９％

　

１５％

に経営資源集約化設備（仮称）を追加した上で、適用期限が２年
間延長されます。

令和５年３月３１日まで適用期限が延長されます。

；瀞｝中小企業における所得拡大促進税制の見直し及び延長｝

　

中小企業全体として雇用を守りつつ、 賃上げだけでなく、 雇

用を増加させる企業を下支えする観点から、 所得拡大促進税制

の要件について、従来の①雇用者給与等支給額が前年度を上回
ること、 ②継続雇用者給与等支給額の１．５％以上増加という要

件を雇用者給与等支給額の１．５％以上増加に見直しを行った上

で、 適用期限が２年間延長されます。

【中小企業における所得拡大促進税制の見直し】

① 雇用者給与等支給額

　

（＊１）：対前年度を上

　

回ること

② 継続雇用者給与等支

　

給額 （＊２）：対前年度

　

増加率１．５％以上

雇用者給与等支給額
の対前年度増加額の
１５％の税額控除

継続雇ｉＨ

　

，絵」’ｕ ｖ

総額の対前年度増加率
が２．５％以上であり、
かつ、 教育訓練費増加
等の要件を満たす場合
には、控除率を１０％上

乗せ（合計２５％）

税額控除額は法人税
額の２０％を限度

雇′－ゴ

　

給

　

．、、′給ｖ ：

対前年度増加率１．５％

以上

　

雇用者給与等支給額
の対前年度増加額の
１５％の税額控除

　

雇用

　

給 【
ｒ・′給￥

の対前年度増加率が
２．５％以上であり、
かつ、 教育訓練費増加
等の要件を満たす場合
には、控除率を１０％上

乗せ（合計２５％）

　

税額控除額は法人税
額の２０％を限度

令和５年３月３１日までに開始する事業年度まで適用期限
が延長されます。

｛（２）中小企業投資促進税制の見直し及び延長

　

…

　

中小企業者等が新品の特定機械装置等を取得等した場合に
３０％の特別償却又は７％の税額控除が適用できる中小企業投資
促進税制について、以下の見直しを行った上で、適用期限が２年

間延長されます。

　

①・ 対象となる指定事業に以下の事業を追加

　

イ 不動産業

　　

□

　

物品賃貸業

　　

ノ、 料亭、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する

　　

事業（生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る）

　

②

　

対象となる法人に商店街振興組合を追加

　

③

　

対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供

　

するものを除外

　

なお、 商業・サービス業等を営む中小企業者等を対象とした

商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、中小企業投資促

進税制に整理・統合された上で、適用期限（令和３年３月３「日）

の到来をもって廃止されます。

よさ二１デー

　

′；

令和５年３月３１日まで適用期限が延長されます。

「．（３）中小企業経営強化税制の見直し及び延長

　

…

　

中小企業者等が新品の特定経営力向上設備等を取得した場
合に即時償却又は１０％（資本金３，０００万円超１億円以下は７％）

の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制について、対象

＊「

　

雇用者給与等支給額とは、 適用年度の所得の金額の計

　

算上、 損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等

　

の支給額をいいます。
＊２

　

継続雇用者給与等支給額とは、 継続雇用者 （法人の適

　

用年度及び前事業年度等の期間内の各自においてその

　

法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として一定のも

　

の） に対する適用年度の給与等の支給額をいいます。

令和５年３月３１日まで適用期限が延長されます。



修）中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設

　

Ｉ

　

Ｍ＆Ａを実施する中小企業の特有のリスク（簿外債務、偶発債

務等）に備える観点から、Ｍ＆Ａに関する経営力向上計画の認定

を受けた中小企業者が、株式譲渡によってＭ＆Ａを実施する場合

（取得価額が「０億円以下の場合に限ります）において、株式等

の取得価額の７０％以下の金額を中小企業事業再編投資損失準
備金として積み立てたときは、その積立金額について損金算入を

認める措置が講じられます。

　

なお、この準備金は、５年間の据置期間終了後、原則として、５

年間で均等額を取り崩して益金算入することとなります。

＼企業等経営強化法の改正法の施行の日から令和６年

↓６１凹Ｕノ司ぷ虻を受け

得した場合に適用さ

貢６） 中小企業防災．滅災投資促進税制の見直し及び延長；

中小企業防災・減災投資促進税制は、中小企業が中小企業
等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画の認定を受けた計画に事業継続力強化設備等として記載
された一定の防災・減災設備を取得等した場合に、 取得価額

の２０％の特別償却が適用できる制度です。
改正案では、 頻発する災害に備えた対応力の強化に向けた

設備投資を後押しするため、計画の認定期限を設けるととも

に、特別償却率の引き下げや対象資産の見直しが行われます。

【対象資産の見直し】

　

対象に加えられた資産

　　　　

対象から除外される資産

（注） 令和５年４月１日以後に取得等をする資産の特別償却率に

　

ついては１８％ （現行：２０％） に引き下げられます。

令和５年３月３１日までに計画の認定を受け、 認定後１年

以内に対象資産の取得等をした場合に適用されます。

ど

　

産業競筆．力簿強化

ｒ（，） デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）投資促進税制の 「
ー

　

創設

デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、 産業競

争力強化法を改正し、同法に定める事業適応計画（仮称）に従

って導入されるソフトウエア等に係る投資について、 以下の税

額控除又は特別償却ができる措置が創設されます。

令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度において国内新規雇用者に対して給与等を
支給する場合に適用されます。

【ＤＸ投資促進税制の概要１

　

対象設備

　　　　

税額控除

　

頓座多 特別償却

ソフ トウエア

繰

　

延

　

資

　

産

機

　

械

　

装

　

置

器

　

具

　

備

　

品

※

　

設備投資総額の上限二３００億円

　

設備投資総額の下限：売上高比０「％以上

　

税額控除の上限は、カーボンニュートラルに向けた税制措置

　

と合わせて当期の法人税額の２０％となります。

「．（２） 研究開発税制の見直し及び延長

　

；

①

　

総額型及び中小企業技術基盤強化税制の見直し

　

厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業に

ついて、２年間の時限措置として、 税額控除上限が最大で３０％

（現行：２５％） まで引き上げられます。また、 研究開発投資の

増加インセンティブを強化する観点から、 控除率カーブを見直

すとともに、 控除率の下限が２％ （現行：６％） に引き下げられ

ます。
②

　

試験研究費の定義の見直し

　

研究開発税制の対象に、 クラウド環境で提供するソフトウエ

アなどの自社利用ソフトウエアの製作に要した試験研究費が追

加されます。

①の改正は、 令和３年４月１日から令和５年３月３１日まで

の間に開始する各事業年度に適用されます。
②の改正は、 令和３年４月１日以後に適用されます。

［１３） 賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直しｉ

　

人材確保等促進税制について、 新たな人材の獲得及び人材育

成の強化を促進する観点から、２年間の時限措置として、 新規

雇用者に対する給与を２％以上増加させた企業に対して、 新規

雇用者給与等支給額の増加額の１５％を税額控除できる措置に見

直されます。

　

また、事業変革に向けた人材投資（教育訓練費）を増加させ
た企業に対しては、 税額控除率が５％上乗せされます。

　

対象に加えられた資産

　　　　

対象から除外される資産

　

ｌ

　　　　　　　　　　　　　

ｉ

イ

　

架台 （対象資産をかさ上｛イ 火災報知器、 スプリン１

　

げするために取得等をするｉ

　

クラー、 消火設備、 排煙

　

ものに限る） 及び無停電

　

ｉ

　

設備及び防火シャッター

　

電源装置

□

　

感染症対策のために取得‘□

　

資産の取得等に充てる

　

等をするサーモグラフィ

　　

－

　

ための補助金等の交付を

八

　

資本的支出により取得等：

　

受けて取得等をするもの

　

をする資産

むムー．・ジー．ｉ

３１日までの間に、 対象設備の取得等をした場合に適用さ
れます。



　

　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　
「．（４） 繰越欠損金の控除上限の特例の創設（大企業向け）ｊ

　

コ□ナ禍で厳しい環境にある企業が、 抜本的な企業変革に取

り組むことができるよう、 産業競争力強化法の事業適応計画

　

（仮称） の認定を受けた場合には、２年間にわたって生じた欠

損金額を、 翌期以後、 最大で５年間、 適格投資の範囲内で繰越

欠損金の控除限度額を最大１００％ （現行：所得金額の５０％）

とする特例が創設されます。

　

なお、 中小企業等における繰越欠損金の控除限度額 （１００％

控除） に変更はありません。

［回

　

目社株式を対価としたＭ＆Ａに係る税制上の措置の創設」

　

会社法の見直しにより新たに創設された 「株式交付制度」 を

活用し、 買収会社の自社株式等を対価とするＭ＆Ａに係る対象

会社株主に対する課税については、 譲渡した対象会社株式に係

る譲渡損益課税の繰延べを認める措置が創設されます。

令和３年４月１日以後に譲渡した対象株式会社に係る譲渡
損益課税につし、て適用されます。

３ グリーン社会の実現
ｒ力．ボンニュートラルに向けた投資促進税制措置の創設

、
…

「２０５０年カーボンニュートラル」 の目標達成に向け、 産業競

争力強化法を改正し、同法に定める中長期環境適応計画（仮
称） に従って導入される①脱炭素化を加速する製品を生産する

設備や、②生産プ□セスを大幅に省エネ化・脱炭素化するため

の最新の設備の導入投資等について、 税額控除 （１０％・５％）

又は特別償却 （５０％） ができる措置が創設されます。

※

　

税額控除の上限は、ＤＸ投資促進税制と合わせて当期の法人

　

税額の２０％となります。

ロョ所得税関係

ｒｈ） 退職所得課税の適正化

　　

＼－

　

勤続年数５年以下の法人役員等の退職金については、 退職所

得金額の 「２分の１課税」 を適用しなし、こととされていますが、
勤続年数５年以下の法人役員等以外の退職金についても、 退職

所得控除額を控除した残額のうち３００万円を超える部分につい

て、２分の１課税を適用しないように見直されます。

【退職所得課税の見直し（２分の１課税の適用関係）】

ごま誓言きき【三

　

…

　

………－ …………

　

… … －－．
…， 令和４年分以後の所得税に適用されます。

ｒ（２） 住宅□■ン控除の見直し

　

、
－

住宅□－ン控除については、 控除期間１３年間の特例の適用期

限を１年間延長し、 一定期間 （新築は令和２年「０月～令和３年９

月末、 それ以外は令和２年１２月～令和３年１１月末） に契約し、
かつ、 令和４年末までの入居者が適用対象とされます。

また、 この延長した部分に限り、 合計所得金額１，０００万円以

下の者については、 床面積４０請以上 （原則：合計所得金額

３，０００万円以下、 床面積５０雨以上） の住宅も対象となるよう見

直されます。

令和３年１月「日から令和４年１２月３１日までの間に居住
の用に供した場合に適用されます。

皿１資産税関係

産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和６年３月
３１日までの間に、 同法の中長期環境適応生産性向上設備

（仮称）等の取得等をした場合に適用されます。

的 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度の見直し１

　

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度については、後継

者役員要件を見直し、次の場合には、後継者が被相続人の相続
開始の直前に特例認定承継会社の役員でないときでも、同制度

の適用を受けることができるようになります。

①

　

被相続人が７０歳未満（現行：６０歳未満）で死亡した場合
②

　

後継者が中小企業における経営承継円滑化に関する法律

　

施行規則の確認を受けた特例承継計画に特例後継者として

　

記載されている者である場合

令和３年４月１日以後の相続について適用されます。

ｒ（２） 教育資金、結婚．子育て資金の一括贈与に係る贈与税の…
ー

　

非課税措置の見直し及び延長

　　　　　　　　　　

，

　

直系尊属から教育資金、 結婚・子育て資金の一括贈与を受け

た場合の贈与税の非課税措置について、 節税的な利用を防止す

る観点から、 以下の見直しを行った上で、 それぞれ適用期限が

２年間延長されます。

　

令和２年２月１白から令和３年４月１日までの期間内の日を

含む事業年度において生じた青色欠損金額について適用
されます。

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

　

…

　　　　　　

退職所得控除後の残額

勤続年数

　

３００万円

　　　　　

３００万円

　　　　

以下の部分

　　　　

超の部分

　

、

　　　　　　　　

（現

　

行） 適用あり

　　　

一

　　　　　

適用あり

　

（改正案） 適用なし

　

５年超 適用あり

　　　

適用あり



①

　

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

　

贈与者死亡時の残高（現行＝死亡前３年以内の贈与に係る残

高） を、 その死亡の日までの年数にかかわらず相続財産に加算

（受贈者が、２３歳未満、 学校等に在学中、 教育訓練給付金の

支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます）する

ように見直されます。

　

また、 受贈者が贈与者の孫等である場合、 贈与者死亡時の残

高に係る相続税額に２割加算を適用するように見直されます。

◎

　

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

　

受贈者が贈与者の孫等である場合、 贈与者死亡時の残高に係

る相続税額に２割加算を適用するように見直されます。 また、
受贈者の年齢要件の下限が１８歳以上 （現行：２０歳以上） に引

き下げられます。

　　　

．；”‘●．”

　

ｒ、…

　　　

二

　　

令和５年３月３１日まで適用期限が延長されます。

　　

ただし、ｑ）、 ②の改正は、 令和３年４月ＩＢ以後の贈与に

　

つし、て、 ②の受贈者の年齢要件は、 令和４年４月１日以後の

　

贈与につし、て適用されます。

責め

　

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し －

①． 住宅等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

直系尊属から住宅等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課
税措置について、 令和３年４月ＩＢから令和３年１２月３１日までの

間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限
度額が、 令和２年４月１日から令和３年３月３「日までの間の非課

税限度額（１，５００万円・１，０００万円）と同額に据え置かれます。

【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額】

現行

消費税率１０％が適用され
る住宅用家屋の新築等

１，２００万円

上記以外の住宅用家屋の
新築等

叔）０万円 １，０００万円

改正案

，５００万円

Ｇ主） 上記の非課税限度額は、 耐震、 省エネ又はバリアフリー

　

の住宅用家屋に係る非課税限度額です。 －般の住宅用家屋

　

に係る非課税限度額は、 表の非課税限度額からそれぞれ

　

５００万円減の額となります。

②

　

住宅用家屋の床面積要件の下限の引き下げ

　

受贈者が贈与を受けた年分の所得税の合計所得金額が

「，０００万円以下である場合には、住宅用家屋の床面積要件の下

限が４０１Ｈ以上（現行：所得要件２，０００万円以下、床面積要件の

下限５０話以上）に引き下げられます。

　

１ｒｌた′；
・、、…；

”

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

－－

　

－

　　　　

－

　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－－

　　

令和３年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等

　

資金に係る贈与税につし、て適用されます。

公益財団法人

ゐぁ全国法人会総連合
〒１６０‐０００２東京都新宿区四谷坂町５－６
ＦＡＸ ０３‐３３５７‐６６８２
ｈｔｔｐ＝／／ｗｗｗ．ｚｅｎｋｏｋｕｈｑｊｉｎｋａｉ．ｏｒＪＰ

ｗ１その他

Ｌ（１） 土地に係る固定資産税等の課税標準額の据え置きノ
令和３年度は３年に１度の固定資産評価替えの年に当たります

が、評価替えによる評価額の上昇に伴う税負担の激変を緩和す

る現行の負担調整措置が令和５年度まで延長されます。その上

で、令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担水準が商業

地等は６０％未満、それ以外は１００％未満に限る）及び農地（負担

水準が１００％未満に限る）については、令和２年度の課税標準額

と同額とされます。

※

　

負担水準とは、 「前年度の課税標準額÷今年度の評価額×

　

１００」 で算出された割合 （％） をいいます。

′

　　　　　

、

　

－
、

　

、
・；
、
′

　　

、

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　

－

　　

現行の負担調整措置は、令和５年度まで延長されます。

定２ず
－
国税関係書類における押印義務の見直し

　

」

納税環境のデジタル化を推進する観点から、税務署長等に提

出する国税関係書類のうち納税者等の押印を求めているものに

ついては、原則、押印義務が廃止されます。
ただし、現行、実印による押印・印鑑証明書の添付を求めて

いる国税関係書類については、引き続き押印・印鑑証明書の添

付が求められます。

【国税関係書類における押印義務の見直し１

国税関係書類 押印

不要

担保提供関係書類（不動産抵当権設
定登記承諾書、弟ニ者ーしよる納税
保証書

　

など）
必要

遺産分割協議書（相続税・贈与税の
特例における添付書類

　

など）

原則

例外

Ｇ主） 上記の見直しによって押印が不要となる国税関係書類につ

　

いては、 施行日前においても、 運用上、 押印がなくとも改め

　

て求めないこととされます。

‐ 二－－≦

　　　　

－－”－－－－

　

－－

　　　

－

　

‐ 二－－≦

　　　　

－－”－－－－

　

－－

　　　

－

　　　　

－－－

　

－

　　

－

　

＝
：

　　

令和３年４月１日以後に提出する国税関係書類について

　　

．

　

適用されます。

＊このパンフレットは、 令和２年「２月２１日に閣議決定

された令和３年度税制改正大綱等に基づし、ています。
今後の国会審議等にご留意ください。

※内容に関するお問い合わせは、上記の宛先までＦＡＸ等文書にてお送りください。なお、個別事案に関するご質問にはお答えできませんので、予めご了承ください。


